
霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務【経営改善計画策定】 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 実施要領について 

「霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務【経営改善計画策定】公募型プロ

ポーザル実施要領（以下「本要領」という。）」は、霧島市立医師会医療センター（以下

「医療センター」という。）の設置者である霧島市が「霧島市立医師会医療センター経

営改善等支援業務【経営改善計画策定】（以下「業務」という。）」の委託に係る優先交

渉権者を選定するに当たり、事業の概要や公募によるプロポーザルの手続方法等につい

て必要な事項を定めるものである。 

 

２ 公募の目的 

医療センターは、国立病院の再編に伴い、平成 12 年７月に旧隼人町が国から譲り受

け、管理運営を公益社団法人姶良地区医師会に委託する公設民営型病院として発足し、

平成 18 年度からは指定管理者制度導入により、病院の管理運営を引き続き公益社団法

人姶良地区医師会が行っている。鹿児島県本土中央の霧島市、姶良市、湧水町、伊佐市

からなる人口約 23 万人の姶良・伊佐二次保健医療圏の地域医療支援病院で、最新の画

像診断装置や手術室を備えた急性期医療を提供するだけでなく、当医療圏に不足する高

度急性期病床、回復期病床を有している。また、公的病院の使命として救急医療や小児

医療にも積極的に取り組み、地域住民の幅広い要望に応えている。一方、地域医療を守

るため、不採算医療を担う公立病院を取り巻く環境は、大変厳しい状況であり、加えて

新型コロナウイルス感染症の拡大による患者数の減少や物価高騰などの影響を受け、収

益が悪化していることから、今後の方向性を再確認し、経営基盤強化に向けた取組を実

施する必要がある。以上のことを踏まえ、専門的な知識及び実績に基づいた経営に係る

短期・中長期的な戦略及び施策を立案し経営改善等について支援を行うことを目的とす

る。 

 

３ 業務の概要 

（１）業務名 

霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務【経営改善計画策定】 

（２）業務内容 

別紙「霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務仕様書（以下「仕様書」

という。）」に記載の内容とする。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和７年７月 31 日まで 

 



４ 予算額（提案限度価格） 

金１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではないことに留意すること。 

 

５ 実施方式及び契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

 

６ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げるすべての項目を満たす者でなければな

らない。 

（１）霧島市における令和 6年度の競争入札参加資格を有していること。 

（２）指名停止措置を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（５）民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

（６）霧島市暴力団排除条例（平成 25 年霧島市条例第５号）で規定する暴力団又

は暴力団密接関係者に該当しないこと。また、これらの者と下請契約その他

の契約を締結する者でないこと。 

（７）医療センター同規模程度以上の他公立病院における経営改善業務および自治

体における地域医療の検討等に関する実績を有すること。 

 

７ スケジュール 

項 目 期 日 

公募の開始 ３月４日(火) 

質問の受付期限（事業者→市） ３月11日(火)午後５時 

質問への回答期限（市→事業者） ３月17日(月) 

参加申込書の提出期限（事業者→市） ３月21日(金) 午後５時 

企画提案書の提出期限（事業者→市） ３月24日(月) 午後５時 

プレゼンテーションの実施 ３月27日(木) 

優先交渉者決定 ３月27日(木) 

業務委託契約の締結 ４月上旬 

審査結果の通知（市→全参加事業者） ４月上旬 

※ 諸事情により変更となる場合があります。 



 

８ 応募書類の提出 

本業務に係る提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、次に記載する方

法により応募書類を提出すること。 

（１）受付締切 

① 参加申込書（様式１） 

令和７年 ３月 21日（金）午後５時（必着） 

② その他の提出書類 

令和７年 ３月 24日（月）午後５時（必着） 

※①②ともに持参する場合は、土日祝を除く午前８時 15 分から午後５時までとす

る。 

（２）提出方法 

① 持参又は送付（簡易書留等確実な方法）による。 

※送付の場合は、「14 問合せ先」に記載の問合せ先に対し、提出書類の到達 に

ついて電話等で確認すること。 

② 提出書類の分割提出は認めない。また、提出書類の不足又は提出期限内未到

達の場合は応募を無効とする。 

③ 提出書類の要領に従って、指定された様式等により必要部数を作成し提出す

ること。 

④ 提出書類の返却、提出期限以降における差替え及び再提出は対応しないもの

とする。 

⑤ 提出書類に不備等が発見された場合は、補正を求めることがある。 

⑥ 提出書類等の著作権は提案者に属するが、審査等において必要な範囲で複製

を行う場合がある。 

⑦ 本企画提案の参加を取下げる場合は、参加辞退届（様式８）を書面で提出する

こと。 

（３）提出先 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45番１号 

霧島市保健福祉部健康増進課 市立病院管理グループ 

（４）提出書類の作成要領 

本業務の目的、仕様書の内容を十分に理解し、次の様式により企画提案書等を作

成すること。 

・提出書類は(5)の表のとおりとし、提出部数については、参加申込書は正本１

部、それ以外はすべて正本１部、副本９部とする。 

• 提出書類の規格は、Ａ４サイズとする。 

（５）提出書類の様式 



提出書類名 内 容 様式 

参加申込書 ・正本のみ企業代表者印（霧島市へ業者登録を行なっ

ている印鑑。以下同じ）を押印すること。 

様式１ 

 

会社概要 

 

・商号又は名称、代表者名、設立年月日、本店所在地、

営業拠点数、従業員数、資本金、沿革、事業概要等を

記入すること。 

様式２ 

 

業務経歴書 

 

・他院において経営改善支援業務を受託し、完了した

実績を中心に記載すること。 

・これらの実施実績が確認できる報告書等を添付する

こと。 

様式３ 

 

業務実施体制

調書 

 

・本業務の実施の取組体制及び特徴を記載すること。 

・業務実施組織図は、提出時の組織図を記載すること。 

また､図中に本業務を受託した場合の担当窓口を記載

すること。 

様式４ 

 

統括責任者及

び担当者の業

務実績調書 

・他院において業務を受託し、完了した実績を中心に

記載すること。 

・記載した統括責任者等は、やむを得ない場合を除き、

変更できないものとする。 

様式５ 

 

入札参加停止

措置等状況調

書 

・公募開始日から過去 3 年以内の処分歴等について、

該当事項にチェックを入れ、必要に応じて添付書類を

提出すること。 

様式６ 

 

企画提案書 

 

・企画提案は１者１案とする。 

・A4用紙２０枚程度（表紙を除く） 

任意様式 

 

見積書 

 

・見積書には、年間の見積金額を税抜きで明示し、消

費税及び地方消費税額、税込みの見積総額を併記する

こと。 

・正本１部のみ提案者印を押印し、残り９部は複写と

する。 

・霧島市長 中重 真一 宛で作成すること。 

任意様式 

 

 

９ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、以下の要領で質問書を提出すること。電

話、FAX、来庁による口頭等での質問は受け付けない。 

（１）受付期間 

令和７年３月４日（火）から令和７年３月 11日（火）午後５時まで 

（２）提出方法及び提出先 



質問書【様式７】を記載し、電子メールで下記のメールアドレス宛に提出すること。 

E-mal：kiri_hosp@city-kirishima.jp 

（３）回答方法 

内容及び回答は、令和７年３月 17日（月）に霧島市ホームページにて公表する。 

 

10 審査について 

（１）審査方法 

• 当市関係職員で構成する「霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務委

託業者選定委員会（以下「委員会」という。）」を設置し、審査（書類及びプレ

ゼンテーション）により評価・採点を行う。 

• 最も高い点数を得た提案者から優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。た

だし、合計点数が最も高い提案者が２者以上の場合は、「見積額」の金額が最も

低い提案者を優先交渉権者とする。それでも決まらない場合はくじ引きとする。 

• 優先交渉権者と霧島市は業務内容を協議し、優先的に契約交渉をする。ただし 

優先交渉権者と協議が整わない場合は、次点交渉権者に対し同様に手続きを進

める。 

• 委員会の会議は非公開とし、審査内容に係る質問は一切受け付けない。 

• 本案件に関して募集要領の公表の日から審査結果の公表の日までの間、委員会

の委員や、本案件に関係する医療センター職員への接触（質問受付、企画提案

書提出及び審査の場を除く。）を禁ずる。 

 

【審査（書類及びプレゼンテーション）】 

① 日程：令和７年３月 27日（木） 

② 時間、場所等の詳細は、審査対象の提案者に電話又はメールにより連絡する。 

③ 発表時間等：１提案者につき 20 分以内の発表後、質疑・応答を 15 分以内で

行う。 

④ 資料：提出書類により行う。（追加資料は認めない。） 

⑤ プレゼンテーションを行う者：本事業に携わる統括責任者又は主担当者とす 

る。 

⑥ その他：出席者は１提案者あたり３名以内とし、全て提案者が雇用する従業 

員とする。 

⑦ 使用機器：プロジェクター及びスクリーンは霧島市が用意する。その他、プレ

ゼンテーションに必要な機材等は、提案者が用意すること。 

 

 

 



（２）審査項目及び配点 （以下、表参照） 

 評価項目 配点 脚切点 

① 全体評価 

 

仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的

に提案されているか。 
１０ ― 

企画提案書、業務に対する知見、能力、積

極性があるか。 
１０ ― 

②実施体制及び 

スケジュール 

 

仕様書に定められた業務を安定的かつ的

確、迅速、誠実に実施することができる十

分な実施体制であるか。 

１５ ６ 

期間内での効果を期待できる実施スケジ

ュールであるか。 
１５ ６ 

③ 事業内容 

 

実施方法が具体的かつ効率的で、事業の

目的を達成できる提案内容となっている

か。 

１０ ４ 

 霧島市の経営強化プランを踏まえた、経

営基盤の強化に向けて実効性かつ即効性

が期待できるか。 

１５ ６ 

④業務実績及び 

見積価格 

同種の業務実績が有り、業務が確実に遂

行されることが期待できるか。 
１０ ― 

見積価格の評価 ５ ― 

⑤その他 

 

業務を実施するうえでの工夫や提案事項

における独自性・独創性があるか。 
１０ ― 

総合計 １００  

※総合点が 50点に満たない場合は、失格とする。 

※脚切点… ②実施体制及びスケジュール及び③事業内容の各項目について、他項

目が如何に良い点であっても、脚切点に満たなければ失格とする。 

※④業務実績及び見積価格のうち「見積価格の評価」の計算式は、次のとおりとす

る。 

評価点=[最安提案価格÷提示見積価格(税込み)]×５点 （小数点以下切捨て） 

（ただし、提示見積価格（税込み）＞予算額の場合、０点） 

（３）選定結果の通知 

選定結果は、全提案者へ書面にて通知する。 

（４）選定結果の公表 

選定結果は、霧島市ホームページにて公表する。 

 

 



11 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）契約締結日までの間に「６．参加資格要件」に掲げる参加資格を満たさなく

なったとき。 

（２）提出書類において虚偽の内容を記載したとき。 

（３）提出期限までに提出先に応募書類の提出がないとき。 

（４）プレゼンテーションに欠席したとき。 

（５）提案に関して談合等の不正行為があったとき。 

（６）他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行ったとき。 

（７）正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき。 

（８）優先交渉権者選定終了までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的

に開示したとき。 

（９）審査の公平性を害する行為があったとき。 

（10）一社で複数の提案をしたとき。 

（11）法令並びに霧島市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行

ったとき。 

（12）委員会の委員に対して、直接又は間接を問わず、故意に接触を求めたとき。 

（13）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、委員会が失格

であると認めたとき。 

 

12 契約に関する基本的事項 

（１）受託候補者となった者と、令和７年４月の契約締結を目途に契約手続きを行う。 

（２）契約内容及び仕様については、採択された提案書をもとに、霧島市と詳細を協

議する。この際、改めて霧島市から提案内容の説明を求める事がある。契約内容及

び仕様を確定させた後に再度見積書を聴取し契約を締結する。 

（３）契約保証金は、霧島市契約規則（平成 17 年 11 月７日規則第 63 号）の定める

ところによるものとする。 

 

13 その他 

（１）委員会の構成、応募者名等の内容についての質問は、一切受け付けない。 

（２）申込者は、本案件の選定結果に関する通知後に選定結果又は本募集要項の内容

等に関して、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

（３）要領に定めのない事項は、関係法令に定めるところにより処理する。 

（４）提案書類の作成、その他手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円

に限るものとする。 

（５）提出書類の作成及び提出等に係る費用並びにプレゼンテーション審査への参加



等の本プロポーザル実施に係る費用は、提案者の負担とする。 

（６）本事業については、「霧島市立医師会医療センター経営改善等支援業務」とし

て「経営改善計画策定」の業務であるため、今後、この計画に沿った「経営改善実

行支援」の業務を別途契約することとなる。なお、その際は「霧島市立医師会医療

センター経営強化プラン（令和５年３月策定）」の改定版策定業務も含むこととす

る。 

（７）本プロポーザルは、令和７年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前 

準備手続きであり、受託候補者との業務委託契約は予算成立後に効力が生じる事業

である。そのため、議会において当初予算案が否決された場合は、プロポーザルを

中止する場合がある。 

 

14 問合せ先 

  霧島市保健福祉部健康増進課 市立病院管理グループ  

住所：〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45 番１号 

電話：0995-45-5111（内線 2211） 

E-mal：kiri_hosp@city-kirishima.jp 

 


